
別添 

令和８年度原子力防災車両（移動式ホールボディカウンタ車）に係る管理業務仕様書 

 

１ 目的 

原子力施設の緊急時において、体表面及び体内の放射能測定に用いる原子力防災車両（移動式

ホールボディカウンタ車をいう。以下「車両」という。）について、迅速な運用を可能とするこ

とを目的として、車両の保管、日常点検等の管理及び整備・維持の業務（以下「本業務」とい

う。）を行う。 

 

２ 対象車両及び業務期間 

（１）対象車両一覧 

   対象車両は、次のとおりとする。                                            

管理番号 Ｗ－０２ 車両登録番号 鳥取８００は８３０ 

車両の名称 移動式ホールボディカウンタ車 車種 日野プロフィア 

概要 [寸法等] 

長さ   ：1,068ｃｍ 

幅    ：249ｃｍ 

高さ   ：377ｃｍ 

車両総重量：20,980ｋｇ 

初度登録年月：平成 30 年２月 

（自動車検査証の有効期間満了時期：令和 10 年２月２日） 

走行距離 ：6,017ｋｍ（令和７年１２月末時点） 

[搭載機器] 

体表面モニター 

ホールボディカウンタ 

発電機（北越工業株式会社製 SDF25AS-3B1） 

[取得額] 

117,720,000 円（搭載機器を含む） 

（２）業務期間 

 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

３ 業務内容 

  本業務の業務内容は以下のとおりとする。ただし、詳細は参考資料を参照すること。 

（１）車両保管 

原子力施設の緊急時に迅速に対応するため、車両及びタイヤ（夏用又は冬用）は鳥取市内に

保管すること。保管に際しては車高が高いため十分注意すること。 

また、車両には精密機器を搭載していることから、保管は屋根付車庫内とし、車両の出し入

れを考慮した十分なスペースを確保すること。 

なお、車両に汚れが目立つ場合は、適宜洗車を行うこと。 

（２）車両点検 

ア 入出庫時点検 



別途、県が委託する車両運行の開始前及び終了後に車両の外観を点検し、異常（変色や破

損、ひび割れ等）の有無を確認すること。 

イ 車両整備（法定３ヶ月点検） 

法定３ヶ月点検を行い、車両を整備し、点検整備記録簿に記録すること。 

ウ 車両整備（法定１２ヶ月点検） 

法定１２ヶ月点検を行い、車両を整備し、点検整備記録簿に記録すること。 

エ 発電機維持 

車両に搭載している発電機については、２か月に１回、１回当たり 0.2 時間程度運転する

こと。なお、発電機の保守点検については、別途委託を行っているため、不具合があった場

合には発注者に報告すること。 

（３）車両維持 

   以下の作業を実施すること。 

ア タイヤ交換 

（ア）年２回、季節に応じたタイヤに交換すること。（夏用タイヤ⇔冬用タイヤ） 

（イ）定期点検時等に、タイヤの状態にパンク等通常の運行に支障が生じ、又は生じる恐れが

あると認められた場合には修理もしくは交換を行うこと。 

イ 消耗品等の交換 

（ア）安全かつ確実な車両の運行に必要な消耗品（エンジンオイル等各種オイル、バッテリー、

ワイパーゴム等）の購入・交換を行うこと。 

（イ）消耗品の交換時期についてはメーカー推奨に準拠すること。 

 

４ 調査等 

発注者は、必要があると認めるときは、本業務の処理状況について調査し、受注者に対して報

告を求めることができる。この場合において、受注者は、これに従わなければならない。 

 

５ 完了報告及び検査 

受注者は、四半期毎の本業務を完了した日から 20 日以内に別紙１「委託業務実施報告書」を

提出し、発注者の検査を受けるものとする。 

ただし、第 4 四半期については、業務完了と同時に提出すること。 

なお、委託業務実施報告書には、下記資料を添付するものとする。 

（１）車両整備記録（任意様式とするが、消耗品等の交換、点検等の整備履歴を一覧表にするこ

と。） 

（２）法定点検に係る資料（実施内容、金額等が確認できるもの。） 

（３）消耗品等の購入・交換に係る資料（購入した消耗品、金額等が確認できるもの。） 

 

６ 委託料の支払 

受注者は、５の完了報告が適正と認められた後、四半期毎に速やかに委託料の請求書を発注者

へ提出するものとする。 

その際の請求金額は、３に示す業務毎の単価に、実績の月数又は回数を乗じて得た金額の合計

金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額（１円未満の端数があるときは、その端数を



切り捨てるものとする。）とする。 

 

７ 仕様書遵守に要する経費 

この仕様書を遵守するために要する経費は、別に定めるもののほか全て受注者の負担とする。 

 

８ 注意事項 

（１）受注者は、車両の修理、消耗品等の購入・交換を行う場合は、発注者の承諾を得た上で、実

施すること。 

（２）受注者は、道路交通法を遵守し、交通事故等には十分に注意すること。 

 

９ 車両又は車両に掲載する機器に係る損害請求 

発注者は、受注者の責任により、車両又は車両に搭載する機器が使用できなくなった場合、代

替措置を講じるために要した実費用について受注者に請求するものとする。 

 

１０ その他 

（１）受注者は、以下の内容を記載した業務計画書を契約締結後速やかに提出し、発注者の承認

を得ること。 

ア 業務内容とその実施時期 

イ 業務の実施体制 

ウ 連絡先一覧 

エ その他必要事項 

（２）車両等を損傷させた場合には、速やかに発注者に報告すること。 

（３）車両維持に係る修理、消耗品等の費用については、発注者の負担とし、実績額を請求する

こと。 

（４）受注者は、発注者が別途委託した業者が車両に搭載されている測定機器等の校正等の作業

を行う場合には、当該作業に支障のないように協力すること。 

（５）受注者は、発注者が車両の運行を委託した者が行う車両の運行に当たっては、鍵の受け渡

しを迅速かつ確実に行う等、運行に支障のないように協力すること。 

（６）業務期間内に、車両の保管場所が登録されている場所から変更となる場合は、これに係る

法令手続きを行うこと。 

（７）この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書について疑義の生じた事項については、発注

者と受注者とが協議して定めるものとする。



（参考資料） 

令和８年度原子力防災車両（移動式ホールボディカウンタ車）管理業務に係る業務料算出内訳 

 

（１）車両保管費 

名称 摘要 
予定

数量 
単位 備考 

車両保管 移動式ホールボディカウンタ車１台 12 月 12か月分 

 

（２）車両点検費 

名称 摘要 
予定

数量 
単位 備考 

ア 入出庫時点検 移動式ホールボディカウンタ車１台 28 回 

運行前後に実施 

・平時運行12回 

・緊急時運行2回 

イ 車両整備 

（3ヶ月点検） 
移動式ホールボディカウンタ車１台 3 回 1回/3か月 

ウ 車両整備 

（12ヶ月点検） 
移動式ホールボディカウンタ車１台 1 回 1回/12か月 

エ 車検 移動式ホールボディカウンタ車１台 0 回  

オ 発電機維持 移動式ホールボディカウンタ車１台 6 回 1回/2か月 

 

（３）車両維持費 

名称 摘要 
予定

数量 
単位 備考 

タイヤ交換 移動式ホールボディカウンタ車１台 2 回 2回/1年 

 



別紙１ 

委託業務実施報告書 

鳥取県知事 平井 伸治 様 

令和  年  月  日 

住    所                       

商号又は名称                     

   代表者職氏名                     

 

１ 実績額       円（うち消費税及び地方消費税の額          円） 

  ※内訳を添付すること 

 

２ 車両の保管 

保管車両 台数 管理番号 保管期間 

移動式ホールボディカウンタ車 １ W-02 
令和  年  月  日～ 

令和  年  月  日 

保管場所 保管条件 

  

 

３ 発電機点検 

車両 点検実施年月日 異常の有無 備考 

W-02 
令和    年    月    日   

令和    年    月    日   

※異常があった場合は備考欄に状況、措置内容を記入すること 

 

４ 車両状況等 

業務 期間・実施日 数量等 

運行 

令和  年  月  日～ 

令和  年  月  日 

ｋｍ走行 

令和  年  月  日～ 

令和  年  月  日 

ｋｍ走行 

 

メーター Km 

車両維持 
令和  年  月  日  

令和  年  月  日  

その他 
令和  年  月  日 

 

 

 


